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議 事 日 程 
 

令和８年第１回定例市会第９日 

令和８年５月22日午前10時開議 

 

第１ 号 外 神戸市監査委員選任の件 

第２ 号 外 神戸市固定資産評価審査委員会委員選任の件 

第３ 関西広域連合議会議員選挙の件 

第４ 阪神水道企業団議会議員選挙の件 

第５ 兵庫県・神戸市調整会議委員選挙の件 

第６ 第 4 6 号 議 案 神戸市市税条例の一部を改正する条例の件 

第７ 第 4 7 号 議 案 神戸市消防賞慰金支給条例の一部を改正する条例の件 

第８ 第 4 8 号 議 案 雲井通５丁目地区再開発ビル公益施設内装等整備事業委託契 

             約に係る変更の件 

第９ 第 4 9 号 議 案 神戸新交通ポートアイランド線（みなとじま駅・南公園駅） 

             耐震補強業務に関する基本協定締結の件 

第10 第 5 0 号 議 案 新バスターミナルビル周辺デッキ屋根その他工事請負契約締 

             結の件 

第11 第 5 1 号 議 案 神戸市役所本庁舎２号館再整備事業契約に係る変更の件 

第12 第 5 2 号 議 案 （仮称）王塚住宅12号棟建設工事請負契約締結の件 

第13 第 5 3 号 議 案 物品取得の件（高規格救急自動車） 

             （関係常任委員長報告） 

第14 議員提出第32号議案 皇室の安定的皇位継承に関する国会論議の促進を求める意見 

             書提出の件 

第15 議員提出第33号議案 子供たちの豊かな教育環境をつくるための教職員定数の改善 

             と義務教育費国庫負担制度の拡充等を求める意見書提出の件 

第16 議員提出第34号議案 神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センターの12年 

             連続全国評価第１位達成に対する感謝決議の件 

第17 特別委員会の報告について 

第18 常任委員会委員、市会運営委員会委員及び特別委員会委員の選任について 
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   （午前10時０分開議） 

  （よこはた議長議長席に着く） 

○議長（よこはた和幸君） おはようございま

す。 

  ただいまより本日の会議を開会いたします。 

  最初に、諸般の報告を申し上げます。 

  報道機関による傍聴席での撮影及び録音の

許可についてでありますが、毎日新聞社、神

戸新聞社より本日の本会議の模様を撮影及び

録音したい旨の申出があり許可いたしました

ので、御報告申し上げておきます。 

  以上、報告を終わります。 

  これより議事に入ります。 

○議長（よこはた和幸君） 日程によりまして、

日程第１ 号外神戸市監査委員選任の件を議

題に供します。 

  この際、申し上げます。 

  本件につきましては、地方自治法第117条

の規定により、当該の方は除斥されることに

なっておりますので、御退席願います。 

  （該当議員退場） 

○議長（よこはた和幸君） これより当局の説

明を求めます。 

  久元市長。 

○市長（久元喜造君） ただいま上程になりま

した号外議案神戸市監査委員選任の件につき

まして、御説明申し上げます。 

  このたび、市会議員のうちから選任されま

した監査委員、山下てんせい氏が辞任されま

したので、その後任として、植中雅子氏を選

任いたしたいと存じます。 

  植中氏は、その人物、経歴、手腕などから

見まして、監査委員として適任と認められま

すので、地方自治法第196条第１項の規定に

基づき、その選任について議会の同意を求め

る次第であります。 

  何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 

○議長（よこはた和幸君） 当局の説明は終わ

りました。 

  本件に関し、発言の通告もありませんので、

本件は委員会の付託を省略し、同意すること

に決しまして御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議ないと認め

ます。 

  よって、本件は同意することに決定いたし

ました。 

  （該当議員入場） 

○議長（よこはた和幸君） 次に、日程第２ 

号外神戸市固定資産評価審査委員会委員選任

の件を議題に供します。 

  これより当局の説明を求めます。 

  久元市長。 

○市長（久元喜造君） ただいま上程になりま

した号外議案神戸市固定資産評価審査委員会

委員選任の件につきまして、御説明申し上げ

ます。 

  このたび、神戸市固定資産評価審査委員会

の委員、杉本雅子氏が７月４日をもって任期

満了となりますので、その後任として有賀芳

子氏を選任いたしたいと存じます。 

  固定資産評価審査委員会は、中立的・専門

的な立場から固定資産課税台帳に登録された

価格に関する不服を審査・決定する機関であ

り、委員には固定資産の評価について学識経

験を有する者などを選任することとされてお

ります。 

  有賀氏は、一級建築士としての豊富な実務

経験と固定資産の評価に関する専門的知識を

有しておられ、就任の打診に対しても、一級

建築士としてのこれまでの経験を生かして、

神戸市固定資産評価審査委員会の適正な審査

のために尽力してまいりますとの抱負をいた

だいており、固定資産評価審査委員会の委員

として適任と認められますので、地方税法第

423条第３項の規定により、その選任につい

て議会の同意を求める次第であります。 

  何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上

げます。 
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○議長（よこはた和幸君） 当局の説明は終わ

りました。 

  本件に関し、発言の通告もありませんので、

本件は委員会の付託を省略し、同意すること

に決しまして御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議がないと認

めます。 

  よって、本件は同意することに決定いたし

ました。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、日程第３ 

関西広域連合議会議員選挙の件を議題に供し

ます。 

  本件は、欠員となっています関西広域連合

議会の神戸市会選出議員を、関西広域連合規

約第９条の規定に基づき選挙しようとするも

のであります。 

  この際、お諮りをいたします。 

  本件選挙の方法は、投票の煩を省き、議長

より指名いたしたいと存じますが、御異議ご

ざいませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議がないと認

めます。 

  それでは、これより御指名申し上げます。 

  関西広域連合議会議員に、高橋としえ君、

諫山大介君を御指名申し上げます。 

  御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議がないと認

めます。 

  それでは、さよう決定をいたしました。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、日程第４ 

阪神水道企業団議会議員選挙の件を議題に供

します。 

  本件は、阪神水道企業団議会の神戸市会選

出議員のうち、欠員となっております８名の

議員を、阪神水道企業団規約第７条の規定に

基づき選挙しようとするものであります。 

  この際、お諮りいたします。 

  本件選挙の方法は、投票の煩を省き、議長

より指名いたしたいと存じますが、御異議ご

ざいませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議がないと認

めます。 

  それでは、これより御指名申し上げます。 

  阪神水道企業団議会議員は、お手元の阪神

水道企業団議会議員名簿のとおり御指名申し

上げます。 

  御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議がないと認

めます。 

  それでは、さよう決定いたしました。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、日程第５ 

兵庫県・神戸市調整会議委員選挙の件を議題

に供します。 

  本件は、兵庫県・神戸市調整会議の神戸市

会選出委員のうち、欠員となっています２名

の委員を、地方自治法第252条の21の２の規

定に基づき選挙しようとするものであります。 

  この際、お諮りをいたします。 

  本件選挙の方法は、投票の煩を省き、議長

より指名いたしたいと存じますが、御異議ご

ざいませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議がないと認

めます。 

  それでは、これより御指名申し上げます。 

  兵庫県・神戸市調整会議委員は、お手元の

兵庫県・神戸市調整会議委員の名簿のとおり

御指名申し上げます。 

  御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議がないと認

めます 

  それでは、さよう決定いたしました。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、日程第６ 

第46号議案より日程第13 第53号議案に至る
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８議案、一括議題に供します。 

  これより委員会審査の経過並びに結果につ

いて、関係常任委員長の報告を求めます。 

  まず、総務財政委員会委員長吉田健吾君。 

  （41番吉田健吾君登壇） 

○41番（吉田健吾君） ただいま議題となりま

した諸議案中、本委員会所管分の第46号議案

について御報告申し上げます。 

  第46号議案は、令和８年度税制改正による

地方税法等の改正に当たり、条例の一部を改

正しようとするものであります。 

  委員会は審査の結果、原案を承認すること

に決定いたしました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、建設防災委

員会委員長平野達司君。 

  （39番平野達司君登壇） 

○39番（平野達司君） ただいま議題となりま

した諸議案中、本委員会所管分の第47号議案、

第49号議案及び第53号議案、以上合計３議案

について一括御報告申し上げます。 

  まず、第47号議案は、消防職員等の賞慰金

の支給額に関する規定を改正するため、条例

を改正しようとするものであります。 

  次に、第49号議案は、神戸新交通（みなと

じま駅・南公園駅）の軌道を支える高架橋に

おいて耐震補強工事を行うに当たり、基本協

定を締結しようとするものであります。 

  次に、第53号議案は、救急活動等用の物品

として、高規格救急自動車の買入れをしよう

とするものであります。 

  委員会は審査の結果、いずれも原案を承認

することに決定いたしました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、経済港湾委

員会委員長ながさわ淳一君。 

  （17番ながさわ淳一君登壇） 

○17番（ながさわ淳一君） ただいま議題とな

っております諸議案中、本委員会所管分の第

48号議案について御報告申し上げます。 

  第48号議案は、雲井通５丁目地区再開発ビ

ル内の大ホール及び図書館等に関する内装の

整備工事について、建築材料費や労務費等の

上昇により、委託金額を変更しようとするも

のであります。 

  委員会は審査の結果、原案を承認すること

に決定いたしました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、都市交通委

員会委員長諫山大介君。 

  （36番諫山大介君登壇） 

○36番（諫山大介君） ただいま議題となって

おります諸議案中、本委員会所管分の第50号

議案、第51号議案及び第52号議案、以上合計

３議案について一括御報告申し上げます。 

  まず、第50号議案は、新バスターミナルビ

ル周辺デッキに係る屋根その他建築工事につ

いて、工事請負契約を締結しようとするもの

でございます。 

  次に、第51号議案は、本庁舎２号館の建て

替えに当たり、事業契約を変更しようとする

ものであります。 

  次に、第52号議案は、第３次市営住宅マネ

ジメント計画に基づき、老朽化した市営住宅

の建て替えに当たり、工事請負契約を締結し

ようとするものであります。 

  委員会は審査の結果、いずれも原案を承認

することに決定いたしました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（よこはた和幸君） 以上で委員長の報

告は終わりました。 

  委員長の報告に関しまして、御質疑はござ

いませんか。 

  （なし） 

○議長（よこはた和幸君） 御質疑がなければ、

これより討論の通告がありますので、発言を

許可いたします。 

  51番松本のり子君。 

  （51番松本のり子君登壇）（拍手） 

○51番（松本のり子君） 日本共産党神戸市会
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議員団を代表して、第48号議案及び第50号議

案、第51号議案のうち、主なものについて反

対討論をいたします。 

  第51号議案は、物価高騰により、市役所２

号館の整備費用が当初の110億円から216億円

へと引き上げられる議案です。 

  そもそもこの場所は市役所庁舎でした。そ

れを市長はにぎわいづくりとして、高級ホテ

ル、オフィスビル、商業施設を一体化させる

合築スキームに変更いたしました。そのため、

106億円もの巨額の公金を上乗せするにもか

かわらず、神戸市は民間企業の重要情報であ

ることを理由に、ビル全体の総事業費を明ら

かにしていません。同時に、29階建てのビル

全体像の金額と市役所整備の106億円の整備

費用の案分説明がないまま進めようとしてい

ます。これでは、市民も議会も客観的に検証

することは不可能です。民間主導を隠れみの

にした不透明な公金投入は容認できません。 

  また、福岡市や名古屋市などの他都市では、

大型再開発の中止・延期が相次いでいます。 

  議案質疑で市長は、民間事業主との間の信

頼関係もしっかり構築できると答弁されまし

た。民間事業者との信頼関係に委ねられる事

業の危うさが明らかになりました。 

  さらに、今後、中東情勢緊迫化による原油

高やナフサ不足など、建設資材をさらに押し

上げるリスクが山積みしています。しかし、

神戸市は今回の試算にこれらの情勢を加味し

ていないと答弁いたしました。これは今後、

さらなる増額要求や工期の遅れ―― 既に10か

月の遅れが判明していますが――これを招く

危険性があります。民間事業者頼みの市役所

２号館の整備は反対です。 

  第50号議案は、新バスターミナルビル周辺

デッキ屋根その他工事請負契約締結の件です。 

  デッキ下部の歩道部分の幅を広げ、広場的

な場所にして、歩行者だけでなく自転車や、

ステージ・店舗等のイベント活用も計画され

る広い空間をつくり、神戸の玄関口にふさわ

しい魅力的な空間を整備すると言われました。

だとするならば、わざわざデッキを作る必要

がないと思います。日本一長いであろう550

メートルのデッキを作る必要はありません。 

  現在、長引く物価高や資材高騰は、多くの

市民や中小業者の死活問題となっています。

先日のフードサポート事業において、長田区

では猛暑の中で1,200人以上の市民が何時間

もの列に並んでいたため、気分が悪くなった

人が出ました。それでも、行き渡らなかった

人も大勢出ました。切実な実態の解決こそ、

神戸市は最優先で行うべきです。 

  民間主導の三宮再開発は店舗を廃業に追い

やった形でつくられました。また、民間企業

が主導する事業であるにもかかわらず、巨額

の税金が投入される仕組みになっており、自

治体が容積率の緩和やインフラ整備などで深

く関与し、事業計画の透明性に問題がありま

す。 

  今、神戸市が実践すべきは、困窮している

市民の命と暮らし、営業、そして地域に根差

した文化を守るための直接支援です。 

  議員の皆様の賛同をお願いし、討論を終わ

ります。（拍手） 

○議長（よこはた和幸君） 討論は終わりまし

た。 

  これより順次お諮りいたします。 

  まず、第48号議案、第50号議案及び第51号

議案、以上合計３議案につきましてお諮りを

いたします。 

  本件を委員長の報告どおり決することに賛

成の方の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長（よこはた和幸君） 起立多数でありま

す。 

  よって、本件は原案のとおり可決されまし

た。 

  次に、第46号議案、第47号議案、第49号議

案、第52号議案及び第53号議案、以上合計５

議案につきましてお諮りをいたします。 
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  本件は委員長の報告どおり決しまして御異

議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議がないと認

めます。 

  よって、本件はいずれも原案のとおり可決

されました。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、日程第14 

議員提出第32号議案について議題に供します。 

  これより提案理由の説明を求めます。 

  57番河南忠和君。 

  （57番河南忠和君登壇） 

○57番（河南忠和君） 意見書案の読み上げに

よりまして議案説明に代えさせていただきま

す。 

  皇室の安定的皇位継承に関する国会論議の

促進を求める意見書（案）。 

  悠仁親王殿下におかれては、令和７年９月、

秋篠宮皇嗣殿下以来、40年ぶりとなる男性皇

族として成年を迎えられました。９月６日の

「加冠の儀」をはじめ、成年式関連の諸儀式

及び諸行事が滞りなく執り行われましたこと

は、誠に慶賀に堪えないところであります。 

  悠仁親王殿下は、皇位継承順位第２位であ

り、将来、皇位を継承されることが想定され

ていることから、当面の皇位継承については

一定の安定性が確保されているものと考えら

れます。 

  一方で、皇族数の減少が進む中、現行制度

のままでは、将来にわたる皇位継承の安定性

に懸念が生じています。 

  政府から国会に検討の要請がなされて以来、

長期間にわたり議論が続けられているものの、

いまだ具体的な方向性は示されていません。 

  よって、国におかれては、安定的な皇位継

承に向けた国会における論議を早急に進める

とともに、建設的かつ具体的な検討を深め、

国民への丁寧な説明を行いながら、その在り

方について早期に方向性を示されるよう強く

要望します。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出いたします。 

○議長（よこはた和幸君） 提案説明は終わり

ました。 

  本件について質疑の通告がありますので、

発言を許可いたします。 

  50番森本 真君。 

  （50番森本 真君登壇）（拍手） 

○50番（森本 真君） 議員提出第32号議案皇

室の安定的皇位継承に関する国会論議の促進

を求める意見書提出の件について、日本共産

党神戸市会議員団を代表し、提案者に対して

質疑します。 

  現在の国会の論議は、天皇は男系男子によ

って継承されるべきということが不動の原則

として進められようとしていますが、提案さ

れた意見書は同じ立場に立っているのか、お

伺いいたします。 

  以上、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（よこはた和幸君） それでは、答弁予

定者の方は待機席に御移動願います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 河南君。 

  （57番河南忠和君登壇） 

○57番（河南忠和君） 不動の原則であるかと

いうことに関しまして、御質問にお答えをい

たします。 

  この意見書に関しましては、文言のとおり、

不動の原則ということに関しましては全く述

べられておりませんので、この趣旨は、あく

まで国会論議を促進するというような意見書

になっております。それを御確認いただけれ

ばと思います。 

  以上であります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 文言としては、皇室の

安定的皇位継承に関する促進を求める意見書

となっています。 

  しかし、国会では基本的な考え方として、
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天皇陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁

親王殿下という流れはゆるがせてはならない

と。皇位継承の問題と切り離して、皇族数の

確保を図ることが喫緊の課題だと。その上で、

皇族数確保の具体策として、女性皇族が婚姻

後も皇族の身分を保持する一方、配偶者と子

は一般国民とする。養子縁組による旧宮家の

男系男子の皇籍取得の２案を検討として呼び

かけています。これは具体的に言えば、男系

男子を引き継がせるということになっている

というふうに思うんですけども、その考え方

と今回の意見書はどうなのかということをお

聞きしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 河南君。 

  （57番河南忠和君登壇） 

○57番（河南忠和君） この意見書を読んでい

ただいたら分かると思うんですが、そういっ

た皇位継承の問題に触れられておりません。

秋篠宮悠仁親王殿下までの皇位の継承という

のは、皇室典範におかれて、これは確定して

いるものであります。これは前段に書かれて

おりますので、それとは切り離して、審議会

のほうでも議論はされているところでありま

す。 

  そして、皇族数の確保を図ることが、やは

り皇室を継続的にお支えすることにつながる

と思います。 

  そして、国民への丁寧な説明を行いながら、

早急にこれまでたなざらしになっていた部分

がありますので、これをしっかりと議論を前

に進めていただきたいというのがこの意見書

の趣旨でございます。 

  以上であります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 今回の意見書案の提案

は、15日の金曜日に文案が届き、土・日を挟

んで18日の日に河南議員から、19日の常任委

員会に提案したいとの説明がありました。大

変拙速な提案だと思います。 

  同時に、19日の説明のときに、我が会派と

して、日本国憲法の条項と精神に基づいて、

議論を検討すべきだという見地と、意見書案

の修正として、建設的かつ具体的な検討とな

っているところに、女性天皇や女系天皇の検

討も含め建設的かつ具体的な検討と修正を求

めました。 

  しかし、河南議員からは絶対に男系男子に

よって継承しなければならない。そうでない

と天皇制の意味がないとの趣旨の発言があり

ました。これは事実ですよね。確認します。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 河南君。 

  （57番河南忠和君登壇） 

○57番（河南忠和君） 森本先生に趣旨を説明

に行ったときには、個人的にはそう申し上げ

ました。ただし、この意見書とは、個人の考

えというのは別物であります。これは幅広く

皆様の御賛同を得るために、そういった個別

の方策に議論を持っていくような意見書では

ないかと存じます。 

  以上であります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 私たちは先ほど言いま

したように、日本国憲法の条項と精神に基づ

いて論議すべきだと。日本国憲法には第１条

で、天皇は、日本国民の象徴であり日本国民

統合の象徴であって、この地位は、主権の存

する日本国民の総意に基づくとなっています。 

  今、世論調査でも、例えば天皇について女

性にもなれるようにしたほうがいいが72％、

男性に限ったほうがよいが18％、また違う調

査では、女性天皇に賛成が90％、女系天皇に

賛成が84％に達していると。こういう国民の

総意と意見も踏まえて検討すべきじゃないか

というふうに思いますが、その点いかがでし

ょうか。 

  （「議長」の声あり） 
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○議長（よこはた和幸君） 河南君。 

  （57番河南忠和君登壇） 

○57番（河南忠和君） これは有識者会議で答

申されたところが、一番この今の状況を示し

ていると思うんですね。 

  少し読み上げさせていただきます。 

  令和３年12月22日に報告された天皇の退位

等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決

議に関する有識者会議―― 新聞等で有識者会

議と言われている分でございます。 

  これらの方策について、国民の間には様々

な受け止めもあるかと思います。ここにお示

しした会議の議論の結果が、国会をはじめ各

方面における検討に資するものになることを

期待するものであります。 

  その際、福沢諭吉が帝室論の中で、帝室は

政治社外のものなりと述べているように、こ

の皇室をめぐる課題が政争の対象になったり、

国論を二分したりするようなことがあっては

ならないものと考えています。静ひつな環境

の中で落ち着いた検証を行っていただきたい

と願っています。これが最後で締めくくられ

ております。私はこの言葉を大変重く感じて

おります。 

  以上であります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） 私たち日本共産党は、

この問題について会議にも参加をしています。

そういう中で、先ほども憲法の条文を読み上

げましたが、憲法には日本国民統合の象徴で

ある天皇の地位の根拠は、主権の存する日本

国民の総意に基づくと明記をされています。

戦前の万世一系の天皇が統治するというもの

とは根本的に異なっています。現憲法の規定

に照らせば、多様な性を持つ人々によって構

成されている日本国民の統合の象徴である天

皇を男性に限定する合理的な理由はどこにも

ない。女性だから天皇になれないというのは、

法の下の平等、両性の平等を掲げる憲法の精

神にも反すると考えています。 

  女性天皇や女系天皇を認めることは、日本

国憲法の条項とその精神に照らして、合理性

を持つと考えており、認められるべき立場で

あると思います。 

  私たち日本共産党は、河南議員との懇談の

ときに、修文の提案をいたしました。女性天

皇や女系天皇の検討も含めて建設的かつ具体

的な検討をと。これが今、国民の中で議論に

なっていますが、政争の具じゃなくて、具体

的に憲法に照らして、女性天皇や女系天皇は

多くの支持も集まっておりますから、そうい

うのを入れて案文を作っていただいたらよか

ったというふうに思います。大変残念であり

ます。 

  御意見がありましたらよろしくお願いしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 河南君。 

  （57番河南忠和君登壇） 

○57番（河南忠和君） 提案説明にお伺いした

ときに、そういうことをおっしゃられたのを

記憶しておりますが、一方で、男系を主張し

ているわけではありません。 

  今、森本議員がおっしゃられたことも踏ま

えて、国会で議論するべきことであるかと思

います。それを後押しする、議論を後押しす

る意見書を速やかに提出をしたいというのが

本意見書の趣旨でございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 森本君。 

○50番（森本 真君） この国への意見書は、

地方自治法第99条に基づいて、議会から国に

意見として出されます。この意見書は、住民

の要求など、住民を代表する議会、会派によ

って、提案者の思いも酌み取り、修文・修正

を含めて、できるだけ全会一致となるように

努力をしてきています。 

  そういう意味では、先ほども言ったように、
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私たちがこの問題について、女性天皇や女系

天皇の検討も含めてという文言を入れていた

だければ賛成できた議案でありまして、それ

を河南議員の個人的な意見で、絶対に男系男

子だと、そういうふうに言われたら、神戸市

会の全体の…… 

○議長（よこはた和幸君） 森本議員に申し上

げます。 

  議案の質疑の内容がかぶっておりますので、

おまとめをいただきたい。もしくは、観点を

変えて御質疑ください。 

○50番（森本 真君） だから、そういう意味

では、会派間のいろんな意見を聞きながら、

全会一致で出すべきだということが大きな今

回の意見書提案の問題だというふうに思いま

す。 

  私たちの提案が受け入れられなかったこと

を大変残念に思うことを述べまして、質問を

終わります。 

○議長（よこはた和幸君） 御苦労さまでした。 

  それでは、答弁者の方は議席にお戻りくだ

さい。 

  以上で質疑は終わりました。 

  本件につきましては委員会の付託を省略し、

これより討論の通告がありますので、発言を

許可いたします。 

  49番大かわら鈴子君。 

  （49番大かわら鈴子君登壇）（拍手） 

○49番（大かわら鈴子君） 私は、日本共産党

神戸市会議員団を代表して、議員提出第32号

議案皇室の安定的皇位継承に関する国会論議

の促進を求める意見書提出の件について、反

対の立場から討論を行います。 

  まず、この意見書提案について、文案が届

いたのは５月15日金曜日の夕方であり、提案

趣旨を伺ったのは委員会の前日の18日でした。

会派としての議論も短時間にならざるを得な

い状況であり、あまりにも拙速であると言わ

ざるを得ません。 

  意見書は、地方自治法第99条に基づき、神

戸市議会の意思を国に対して示すものであり、

全会一致を目指すことが本来の姿であり、神

戸市議会としても絶えず努力されてきたもの

です。このたびの意見書については、とても

議論を尽くしたとは言えず、全会一致を目指

すべきです。 

  日本共産党は、天皇の制度の問題は日本国

憲法の条項と精神に基づいて議論・検討すべ

きだという見地です。 

  国会では皇族数の確保策を検討している与

野党協議が行われていますが、衆議院議長が

政府の有識者会議の報告に沿って、主な論点

をつくり、女性皇族の婚姻後の身分保持及び

配偶者・子の身分と皇統に属する男系男子の

養子縁組という２点に絞って議論されていま

す。 

  しかし、この論点による議論だけで結論を

得るというやり方は極めて強引な進め方とい

うことで、日本共産党は白紙に戻すべきだと

主張をしています。重大な問題は、天皇は男

系男子によって継承されるべきということが

不動の原則となっていることです。 

  日本国憲法は、日本国民統合の象徴である

天皇の地位の根拠は、主権の存する国民の総

意に基づくと明記しています。戦前の万世一

系の天皇が統治するというものとは根本的に

異なります。この憲法の規定に照らせば、多

様な性を持つ人々によって構成されている日

本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定

する合理的理由はどこにもありません。女性

だから天皇になれないというのは、法の下の

平等や両性の平等を掲げる憲法の精神に反す

ると考えます。女性天皇を認めることは、日

本国憲法の条項とその精神に照らして、合理

性を持つと考えており、女系天皇についても

同じ理由から認められるべきです。 

  また、憲法第２条は、皇位は世襲のものと

されていますが、この世襲は、女性を排除す

るものではないというのが従来からの政府見

解です。 
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  今回の意見書案では、建設的かつ具体的な

検討とされていますが、提案者に女性天皇や

女系天皇の検討を含め建設的かつ具体的な検

討をと修正を求めましたが、提案者からは絶

対に男系男子によって継承しなければならな

い。そうでないと、天皇の制度の意味はない

との発言がありました。このことから考えて

も議案には賛同できない旨を表明して、反対

討論といたします。（拍手） 

○議長（よこはた和幸君） 討論は終わりまし

た。 

  これよりお諮りいたします。 

  本件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長（よこはた和幸君） 起立多数でありま

す。 

  よって、本件は原案のとおり可決されまし

た。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、日程第15 

議員提出第33号議案について議題に供します。 

  これより提案理由の説明を求めます。 

  21番やのこうじ君。 

  （21番やのこうじ君登壇） 

○21番（やのこうじ君） ただいま議題となり

ました議員提出第33号議案子供たちの豊かな

教育環境をつくるための教職員定数の改善と

義務教育費国庫負担制度の拡充等を求める意

見書提出の件につきまして、提案議員を代表

して御説明を申し上げます。 

  現在、学校現場では、貧困、いじめ、不登

校への対応をはじめ、教職員の長時間労働や

未配置など多くの課題が複雑化・多様化して

おります。そのような中であっても、教職員

の皆様は、子供たち１人１人に寄り添いなが

ら、日々懸命に教育活動に取り組まれており

ます。 

  しかしながら、子供たちの豊かな学びを支

えるために欠かすことのできない教材研究や

授業準備、個別対応の時間を十分に確保する

ことが難しい状況が続いております。 

  教育の質を維持向上させるためには、教職

員の献身的な努力のみに依存するのではなく、

国として教育環境の整備を着実に進めていく

ことが必要でございます。 

  また、公立義務教育諸学校の学級編制及び

教職員定数の標準に関する法律の改正により、

小学校に続き中学校においても学級編制標準

の35人学級化が段階的に進められております

が、子供たちへのきめ細やかな支援や、多様

な教育的ニーズに対応していくためには、さ

らなる少人数学級の推進が求められておりま

す。 

  加えて、学校現場では働き方改革の推進も

大きな課題となっております。教職員が心身

ともに健康を保ち、専門性を十分に発揮でき

る環境を整えることは、結果として、子供た

ちによりよい教育を届けることにつながって

まいります。そのためには、教職員定数の改

善に加えまして、必要な財政措置を国の責任

においても充実させることが不可欠でござい

ます。 

  一部の自治体では独自の取組も進められて

おりますが、自治体ごとの財政力によって教

育条件に差が生じることは決してあってはな

りません。どこに住んでいても、子供たちが

ひとしく質の高い教育を受けられる環境を整

えることは、国全体で取り組むべき重要な責

務であると考えております。 

  よって、国におかれては、令和９年度予算

編成におきまして、下記の事項に取り組まれ

るよう強く要望されるものであります。 

  １．教育の機会均等と教育水準の維持向上

を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担

割合を引き上げること。 

  ２．学校の働き方改革及び長時間労働是正

を実現するため、事務職員等の少数職種を含

む加配定数の拡充など、新たな定数改善計画

を上回る教職員定数改善を推進すること。ま

た、スタッフ職の配置拡充を図ること。 
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  ３．地方自治体が、国の標準を下回る学級

編制基準の弾力的運用を実施できるよう、加

配の削減を行わないこと。 

  ４．小学校及び中学校のさらなる学級編制

の標準の引下げ等、少人数学級につきまして

検討すること。 

  ５．教職員の新規採用を持続的に確保する

とともに、教職員が専門性を発揮し、意欲を

持って働くことができるよう、処遇改善に必

要な財政措置を講じること。 

  ６．地方自治体が実効性のある働き方改革

を実行するために必要な予算措置を講じるこ

と。 

  以上、議員各位におかれましては、本提案

の趣旨を御理解いただき、未来を担う子供た

ちの学びと育ちを支えるため、国への意見提

出に御賛同賜りますようお願い申し上げまし

て、提案理由の説明といたします。 

○議長（よこはた和幸君） 提案理由の説明は

終わりました。 

  本件に関し発言の通告もありませんので、

本件は委員会の付託を省略し、直ちにお諮り

をいたします。 

  本件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長（よこはた和幸君） 起立多数でありま

す。 

  よって、本件は原案のとおり可決されまし

た。 

  この際、お諮りいたします。 

  ただいま可決されました議員提出第32号議

案及び議員提出第33号議案の取扱いは、議長

に御一任いただきたいと存じますが、御異議

ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議ないと認め

ます。 

  それでは、さよう決定いたしました。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、日程第16 

議員提出第34号議案を議題に供します。 

  これより提案理由の説明を求めます。 

  65番𠮷𠮷田謙治君。 

  （65番𠮷𠮷田謙治君登壇） 

○65番（𠮷𠮷田謙治君） ただいま上程をいただ

きました議員提出第34号議案神戸市立医療セ

ンター中央市民病院救命救急センターの12年

連続全国評価第１位達成に対する感謝決議の

件について、提案議員を代表し提案理由を述

べさせていただきます。 

  厚生労働省が全国312か所の救命救急セン

ターを対象に行った評価において、本市中央

市民病院救命救急センターが、令和７年度も

最高得点を取り、12年連続第１位という偉業

を達成されました。 

  審査では、専従医師の数、年間の重篤患者

数、年間受入れ救急車搬送人数など、47項目

にわたって審査され、いずれの項目において

も高評価を得ての成果であります。 

  その達成は、医師・看護師をはじめ関係者

の皆様の日々たゆまぬ御尽力のたまものであ

り、特に令和２年の新型コロナ感染症対応で

院内感染が発生するなど、病院全体が危機的

状況にあった時期も第１位の評価を受け続け

たことは並大抵なことではありません。 

  このことは、本市が市民にとって全国で最

も安心・安全なまちであることの証左であり、

市民の誇りとするところであります。 

  その意味で、市民を代表する神戸市会とし

て、本決議をもって感謝の意を表するととも

に、広くその働きを内外に伝えようとするも

のであります。 

  また、昨年、「断らない病院のリアル」と

いうタイトルでＮＨＫが放映した中央市民病

院のドキュメンタリー番組にあるように、救

急医療を支える制度上の問題もあり、我々神

戸市会として、その改善に努めることを併せ

て表明するものであります。 

  以上の理由から、本決議案を提案するもの

であり、議員諸氏の御賛同をお願い申し上げ、
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提案理由の説明といたします。 

○議長（よこはた和幸君） 提案説明は終わり

ました。 

  本件に関し発言の通告もありませんので、

本件は委員会の付託を省略し、直ちにお諮り

をいたします。 

  本件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長（よこはた和幸君） 起立多数でありま

す。 

  よって、本件は原案のとおり可決されまし

た。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、日程第17 

特別委員会の報告についてを議題に供します。 

  本件は、外郭団体に関する特別委員会、大

都市行財政制度に関する特別委員会及び未来

都市創造に関する特別委員会における過去１

年間の活動経過について、それぞれ報告を求

めるものであります。 

  これより順次報告を求めます。 

  外郭団体に関する特別委員会委員長上畠寛

弘君。 

  （40番上畠寛弘君登壇） 

○40番（上畠寛弘君） 令和７年度外郭団体に

関する特別委員会の活動状況について、御報

告申し上げます。 

  本委員会は、地方自治法第221条第３項に

定められた市の出資団体のうち、出資率の高

い団体30団体を対象に、その運営の実態を把

握するとともに、事業効果について調査を行

うものであります。 

  令和７年７月10日より行われた委員会審査

においては、各団体における事業の実施状況

や財務状況、経営改善の取組等において当局

の報告を求め、委員からは各団体の個別事業

の課題や方向性に加えて、各団体の使命、ミ

ッションを踏まえた団体の在り方や経営安定

化に向けた今後の取組等について熱心な質疑

がなされました。 

  また、神戸市室内管弦楽団への補助金に関

する市の方針が示されたことを受けて、神戸

市民文化振興財団を対象に改めて審査を行い

ました。その中では、文化振興において、室

内管弦楽団に求められる役割や抜本的な収支

構造の見直し、経営改善の必要性など、今後

の室内管弦楽団の在り方について様々な議論

がなされました。 

  さて、本市においては、全国同様に少子高

齢化の急速な進行に直面するなど、社会経済

情勢は大きく変動し、行政需要は多様化・複

雑化する中、人口減少時代にふさわしい持続

可能なまちづくりが求められております。 

  そして、神戸空港においては、昨年、国際

チャーター便の運用が始まり、そして、2030

年には国際定期便の就航が予定されており、

今後、国際的な人流・交流の拡大が期待され

ております。 

  神戸は新たな成長の段階を迎えており、外

郭団体においてもこの時流を踏まえ、本市と

ともに大きく変化する社会ニーズに弾力的に

対応し、新たな国際都市神戸としてのさらな

る飛躍に向けて、これまで以上に柔軟できめ

細やかな市民サービスの提供に努めるべきで

あります。 

  各外郭団体では経営改革プランを基に、そ

のミッション達成に向けた取組が継続的に進

められておりますが、令和８年２月に公表さ

れた外郭団体改革方針を踏まえ、外郭団体に

おいては経営的自立性を高め、持続可能な運

営体制を構築するとともに、団体と本市が一

体となり、神戸をさらなる高みに押し上げる

取組を着実に実現いただきますようお願い申

し上げます。 

  なお、各外郭団体の固有の課題や問題点に

ついては、委員会の審査過程において各委員

から述べられた意見・要望などを十分に踏ま

え、今後の事業運営の中で対応していかれる

よう申し上げます。 

  以上、委員会の活動状況について御報告申
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し上げ、議員各位の御了承を賜りたいと存じ

ます。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、大都市行財

政制度に関する特別委員会委員長住本かずの

り君。 

  （34番住本かずのり君登壇） 

○34番（住本かずのり君） 大都市行財政制度

に関する特別委員会の活動について、御報告

申し上げます。 

  本委員会は、大都市税財政制度の確立や大

都市制度及び広域連携の在り方について調査

するため活動してまいりました。 

  大都市税財政制度の確立に関しましては、

当局に対して国への要望活動に関する報告を

求めるとともに、大都市財政の実態に即応す

る財源の拡充を図るため、他の指定都市議会

の関係委員会と連携し、政府及び国会に対し

要望活動を行いました。 

  大都市制度及び広域連携の在り方に関しま

しては、指定都市市長会における活動状況や、

関西広域連合をはじめとする広域連携におけ

る取組、地方分権に向けた取組などについて

当局に報告を求め、議論を深めるとともに、

指定都市の役割とこれからの在り方について

をテーマに、学識経験者を参考人として招致

し、意見を聴取するなど、調査を進めてきた

ところです。また、スマートシティやウォー

カブルシティなど大都市におけるまちづくり

をテーマに、行政調査を実施いたしました。 

  続きまして、本委員会が他の指定都市議会

の関係委員会と共に行った要望活動について

御報告申し上げます。 

  税制関係では、真の分権型社会を実現する

ための国・地方間の税源配分の是正、大都市

特有の財政需要に対応した都市税源の拡充・

強化、事務配分の特例に対応した大都市特例

税制の創設などを求めるとともに、財政関係

では、国庫補助負担金の改革、国直轄事業負

担金の廃止、地方交付税の必要額の確保と臨

時財政対策債の廃止などを求めました。 

  また、本市独自の要望として、神戸空港の

国際化を契機とした取組の推進をはじめ、広

域幹線道路ネットワークの機能強化、都心・

三宮再整備の推進、暮らしの安全・安心を守

る取組の推進、子育て・教育環境の充実、保

健・福祉・医療の充実などを求めました。 

  その結果、地方交付税等の一般財源総額に

ついて、交付団体ベースで前年度を3.7兆円

上回る67.5兆円を確保するとともに、地方交

付税総額について前年度を1.2兆円上回る20.

2兆円を確保することができました。さらに

臨時財政対策債は、前年度に引き続き新規発

行額がゼロとなりました。 

  また、令和８年度政府予算において、都

心・三宮再整備等の推進として、神戸三宮駅

交通ターミナル整備事業に対する事業費の確

保、安全・安心なまちづくりの推進として、

医療機関・社会福祉施設等の運営に対する支

援や、公立病院の施設整備に係る財政措置の

拡充、子育て・教育環境の充実として、教

育・保育施設等の環境改善に向けた財政支援

や教職員定数の計画的な改善、部活動の地域

移行に対する財政支援などについて予算計上

されたところです。 

  以上のように、委員各位の熱心な活動によ

り、一定の成果が得られたところではありま

すが、現在、我が国は急速な人口減少や東京

一極集中、孤独・孤立や地域社会の希薄化、

長引く物価高騰や緊迫化する地政学リスクに

伴う世界経済情勢の不透明化、気候変動によ

る自然災害の増加など、多くの政策課題に直

面しております。大都市共通の行政需要も増

加し続けております。 

  これらの課題に迅速かつ的確に対応するた

めにも、基礎自治体としての現場力と大都市

としての総合力を併せ持つ政令指定都市がそ

の力を最大限に発揮し、圏域及び我が国全体

を牽引していかなければなりません。この役

割を果たし、持続可能な大都市経営を行って

いくためにも、地域の特性に応じた多様な大



 

－17－ 

都市制度の実現が必要であり、本委員会とし

ても、他の指定都市とも連携しながら、国に

対して新たな大都市制度の早期実現を求めて

いく必要があると考えているところでありま

す。 

  以上、本委員会の活動についての報告とい

たします。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、未来都市創

造に関する特別委員会委員長壬生 潤君。 

  （64番壬生 潤君登壇） 

○64番（壬生 潤君） 未来都市創造に関する

特別委員会の活動状況について、御報告申し

上げます。 

  本委員会は、神戸市会初の試みとして、市

当局が提案する政策をただすだけではなく、

議会の立場から独自の政策提言を行うことを

目指して、平成26年度に設置されました。設

置以来、新たな時代の神戸のまちづくりはど

うあるべきかについて、専門的知見などを活

用しながら、調査・議論を行い、様々なテー

マで市長に対して提言を行ってまいりました。 

  現在、ビジネスや観光などを目的とする外

国人や、留学や就労などを目的として国内に

生活基盤を移す外国人など、様々な目的で訪

日、在住される外国人が全国的に増加してお

ります。本市においても、昨年４月の神戸空

港の国際化を契機として、今後もさらなる増

加が見込まれます。 

  こうした状況を踏まえまして、令和７年度

は、「新国際都市・神戸～多様な人材が活躍

できる都市を目指して～」をテーマとして、

特に訪日外国人への対応、観光施策・国際交

流の促進、在住外国人との相互理解を中心と

した多文化共生の２点について、幅広い観点

から調査・議論を行いました。 

  委員会の主な活動として、まず市内でこの

テーマに関連する活動に取り組んでおられる

方々の御意見を伺うため、各種団体を訪問し

調査しました。 

  ＮＰＯ法人ワンセルフの中野みゆき理事長

からは、日本語指導や留学生向けのシェアハ

ウス運営などを通じて、多くの外国人を支援

されてきた御経験や、その中で感じた各種制

度の課題などについて意見交換を行いました。 

  次に、ＫＯＢＥ ＰＲアンバサダーとして

も御尽力されているパク・チョルン様からは、

灘区で経営するゲストハウスにおいて、観光

地から離れた地域や、住民に密着した商店街

における交流の魅力について意見交換を行う

とともに、当日に居合わせた訪日観光客の方

からも実際に体験したお話を伺いました。 

  次に、一般社団法人大学都市神戸産官学プ

ラットフォームから取組内容についての説明

を受けるとともに、社会福祉法人報恩会の奥

野和年理事長からは、国内外における外国人

人材の獲得競争の状況や、外国人人材が安心

して暮らせる生活環境や相談体制の必要性な

どについて意見交換を行いました。 

  次に、ＮＰＯ法人たかとりコミュニティセ

ンターの村上桂太郎様からは、多文化共生の

まちづくりと人づくりについて、阪神・淡路

大震災当時の御経験なども交えながら意見交

換を行いました。 

  こうした調査活動に加え、東京都や横浜市

で実践されている先進事例も参考にしながら、

委員間討議を重ねた結果、観光や交流の促進、

相談支援体制の連携強化などの21項目から成

る提言書「新国際都市・神戸～多様な人材が

活躍できる都市を目指して～」を取りまとめ、

去る４月16日に久元市長へ提出いたしました。 

  さらに、４月24日には本委員会の活動状況

や、市長への提言内容を市民の皆様に御報告

するため、市民報告会を本会議場で開催いた

しました。幅広い年代の皆様に御参加いただ

き、また、事前の御質問や当日の御質問、開

催後のアンケートでも多くの御意見をいただ

きました。市民の皆様の関心の高さを改めて

認識するとともに、我々といたしましても、

今後の活動に生かしてまいりたいと存じます。 

  以上、本委員会の活動状況について御報告
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を申し上げました。当局におかれましては、

本市が多様な人材が活躍できる都市として発

展できるよう、本委員会からの提言内容も考

慮しながら、積極的に施策に取り組まれるこ

とを強く要望し、委員長報告といたします。 

○議長（よこはた和幸君） 次に、日程第18 

常任委員会委員、市会運営委員会委員及び特

別委員会委員の選任についてを議題に供しま

す。 

  本件は、常任委員会委員及び市会運営委員

会委員については、委員会条例第６条第１項

の規定に基づき、また外郭団体に関する特別

委員会委員、大都市行財政制度に関する特別

委員会委員及び未来都市創造に関する特別委

員会委員については、委員全員より辞任願が

提出され、議長において許可いたしましたの

で、その後任について委員会条例第６条第１

項の規定に基づき、それぞれ議長より指名し

ようとするものであります。 

  まず、常任委員会の委員定数について、お

諮りいたします。 

  本件については、委員会条例第２条第４項

の規定に基づき、総務財政委員会は10人、教

育こども委員会、福祉環境委員会、建設防災

委員会、経済港湾委員会及び都市交通委員会

はそれぞれ11人といたしたいと存じますが、

御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 御異議がないと認

めます。 

  それでは、さよう決定いたしました。 

  次に、各委員会の委員を御指名申し上げま

す。 

  各委員会委員は、それぞれお手元の常任委

員会委員名簿、市会運営委員会委員名簿及び

特別委員会委員名簿のとおり御指名申し上げ

ます。 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  この際、申し上げます。 

  次回本会議は、来る５月25日午前10時に開

きます。 

  なお、ただいま在席の各位には、文書によ

る開議通知は省略させていただきますので、

さよう御了承願います。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

   （午前11時３分散会） 
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